
「鹿児島地域 地域振興の取組方針」策定地域懇談会設置要綱

（設置）
第１条 「かごしま未来創造ビジョン」の実現に向けて，鹿児島地域の課題やポ

テンシャル，分野別の取組方針などを示す「鹿児島地域 地域振興の取組方
針」（次条において「取組方針」という。）を策定するに当たり，地域の有識者
や各分野のリーダーの方々から意見聴取等を行うため，「鹿児島地域 地域振
興の取組方針」策定地域懇談会（以下「懇談会」という。）を設置する。

（所掌事務）
第２条 懇談会の所掌事務は，次のとおりとする。

(1) 取組方針の策定に当たっての協議等
(2) その他鹿児島県鹿児島地域振興局長（以下「局長」という。）が特に必要

と認めること｡
（組織）
第３条 懇談会は委員１６人以内で組織する。
２ 委員は，局長及び学識経験者等をはじめ様々な分野で活動されている方のう

ち局長が指名し委嘱する者で構成する。
（任期）
第４条 委員の任期は，委嘱の日から懇談会の解散の日までとする。
（懇談会）
第５条 懇談会は，局長が招集する。
２ 懇談会の会議における座長は局長とし，議事を整理するほか，会務を総括す

る。
３ 座長が不在のときは，鹿児島県鹿児島地域振興局総務企画部長がその職務を

代行する。
４ 懇談会には，必要に応じ関係職員を出席させ，関係事項について説明をさせ，

又は意見を述べさせることができる。
５ 局長が必要と認める場合は，懇談会に委員以外の者を出席させ意見を述べさ

せることができる。
（報償費及び旅費）
第６条 委員及び前条第５項の規定により出席した者には，「報償費」及び「旅

費」を支給することができる。
（懇談会の公開）
第７条 懇談会は公開を原則とする。但し，懇談会で協議の上，非公開とするこ

とができる。
（庶務）
第８条 懇談会の庶務は，鹿児島県鹿児島地域振興局総務企画部総務企画課にお

いて処理する。
（雑則）
第９条 この要綱に定めるもののほか，懇談会の運営等に関し必要な事項は，別

に定める。
（解散）
第10条 懇談会は，平成31年３月31日をもって解散する。

附 則
この要綱は，平成30年７月10日から施行する。
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